
 

 

運営推進会議の手引き  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市 健康福祉部 介護保険課 

育成・支援チーム 

R３改訂版 



 

１．運営推進会議とは  

  「運営推進会議」とは、 

「久留米市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例」

及び「久留米市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に

関する条例」の規定に基づき、 

 地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、 

 利用者の家族や地域住民の代表者等に、 

 提供しているサービス内容を明らかにすることでサービスの質を確保し、 

 地域との連携を図ることを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．  運営推進会議の内容  

 

  運営推進会議には、活動状況の報告またはサービスごとに示された開催回数を除き、具

体的な議題内容を示す規定等はありません。 

  したがって、運営推進会議を事業所運営のためにどう役立て、地域関係者と一緒にどの

ようにこの仕組みを活用していくのかを考えることが大切です。事業所が運営推進会議で

明確な目標を設定したり、地域との連携・ネットワーク構築を意識して会議への参加を依

頼したりするなど、積極的な姿勢で取り組む必要があります。 

 

 

 

 運営推進会議は、地域に開かれたサービスとして、地域密着型サービス事業者

が質の確保・向上を図っていくための有効な手段のひとつです。 

単に報告や情報交換に留まらず、利用者や市町村職員、地域の代表者等といっ

た会議メンバーから率直な意見をもらい、サービスの向上を図るというもの。 

事業所と地域との相互理解の場にもなるため、継続が重要です。 

P O I N T  運営推進会議を有効活用できていますか？ 



３．  対象サービスと開催回数  

 

  開催回数の基準はサービスごとに異なりますが、運営推進会議の設置及び開催は義務付

けられており、実施されていない場合は指導の対象（運営基準違反）になりますの

でご注意ください。 

サービス種別 開催回数 

 地域密着型特別養護老人ホーム 

 グループホーム 

 小規模多機能型居宅介護 

 看護小規模多機能型居宅介護 

おおむね２月に１回以上 

 地域密着型通所介護 

 認知症対応型通所介護 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護（※） 

おおむね６月に１回以上 

※正式には、運営推進会議ではなく、「介護・医療連携推進会議」の開催となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体

を設置している場合、これと一体的に設置・運営することも差し支えありませ

ん。 

例えば、地域密着型特別養護老人ホーム、グループホームにおいては、３月

に１回以上、「身体的拘束適正化検討委員会」の開催が必要です。 

 外部の視点を取り入れるためにも、運営推進会議を活用し、一体的に開催し

てもよいでしょう。 

その他、基準上開催を求められている、虐待防止検討委員会、感染対策委員

会、事故防止検討委員会等についても、一体的な運営は可能です。取り扱う内

容や報告すべき内容に応じて、運営推進会議の活用を検討してください。 

P O I N T  他の会議体と一体的に実施することも可能です。 



４．  運営推進会議の役割  

  運営推進会議を開催する際は、ただ、漫然と開催するのではなく、下記のような視点に

意識して取り組むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：公益社団法人 日本認知症グループホーム協会 認知症グループホームにおける運営推進会議の実態調

査・研究事業 報告書」】 

（認知症ケアの理解の促進、相談援助機能の発揮） 

事業所からの話題提供だけでなく、地域の側からの情報提供や、学習会の実施、新聞記

事の紹介など、議題は多岐に及ぶ。利用者家族の悩みなどを地域住民が聞く場としても

活用することができる。 

（１） 情報提供機能 

（２）  

（スタッフの研修効果） 

事業所のスタッフが企画・運営をすることにより、発想力やプレゼンテーション能力等

を向上できる。また、会議の中で利用者の生活や支援の内容が話し合われることで、自

らの業務の客観性と振り返りにつながる。 

（２）教育研修機能 

（行政機関等との連携） 

会議を介して行政や地域包括支援センターとつながり、「相談し合う関係」を構築する。

行政とは指導する・指導されるといった関係だけでなく、お互いに地域の状況を把握し、

新しい高齢者支援の施策を計画するための機会となる。 

（３） 地域連携･調整機能 

（４）  

（安心して暮らす地域づくり、サービスの質の向上） 

事業所の活動の振り返りと利用者や家族のニーズの再発見、地域からの事業所の活動へ

の理解と協働が促進される。地域のつながりを広げ、事業所が地域づくりの拠点として

の役割を担っていくための成長の場になる。 

（４）地域づくり、資源開発機能 

（事業所運営の透明性の確保） 

会議においてヒヤリハットや事故の報告を議題に上げることで、参加者から率直な意

見や、改善策に対する考えを提示してもらうなど、オープンなやりとりができるよう

になる。事業所にとっては、別の視点からの意見を聞くことができる貴重な機会とな

る。 

（５） 評価・権利擁護機能 



５．  運営推進会議の流れ  

 

 

 

 

ＳＴＥＰ１ 構成員を選定しましょう 

 人員・・・・・・・・・・５名以上が望ましいと考えられます。 

 会議成立の要件・・・・・過半数以上の参加が望ましいと考えられます。 

 構成メンバー 

事業所 事業所代表者、管理者、計画作成担当者など 

行政 市の職員、又は地域包括支援センターの職員 

利用者及び利用者

の家族 

（目安・１名以上） 

負担にならない範囲で依頼しましょう。家族の代わりに利用者

の後見人を選出することも考えられます。 

地域住民の代表者 

（目安・２名以上） 

例えば、下記のような方が考えられます。 

町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者、近隣にお住

まいの方、婦人会、学校関係者、NPO 法人、ボランティ

ア団体、認知症サポーター、消防団など 

事業所が所在する地域において、運営について広く知っていた

だきたい方から選出しましょう。 

当該サービスに知

見を有する者 

学識経験者である必要はありません。 

例えば、高齢者福祉事業や認知症ケアに携わった経験がある方

など、介護サービスについて知見を有する者として、客観的、

専門的な立場から意見を述べることができる方が想定されま

す。 

地域の医療関係者 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、医療的な視点を持つ

参加者が想定されます。医師会関係者、地元のかかりつけ医や

医療ソーシャルワーカーなどが考えられます。 

 

 

 

 

STEP１ 

構成員の 

選定 

STEP２ 

日程 

調整 

STEP３ 

議題の 

設定 

 

STEP４ 

会議の 

開催 

 

STEP５ 

議事録の 

作成等 

できるだけ直接お会いして行い、内容や役割について十分に理解いただける説明と

なるよう配慮しましょう。 

P O I N T  委員を依頼する際は… 



ＳＴＥＰ２ 会議の日程調整をしましょう 

構成員の都合を確認したうえで、おおむね３週間前までに日程調整を行いましょう。開

催案内は、郵送・FAX 等で構成員へ送付してください。 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ３ 議題を検討しましょう 

運営推進会議に対して、「活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要

望、助言等を聴く機会を設ける」ことが義務付けられています。 

事業所における運営や日々の活動内容、利用者の状態などを報告するとともに、会議

の参加者から質問や要望、助言などについて気軽に発言できるよう配慮し、できる限り

双方的な会議になるように議題を設定してください。 

《議題の例》 

活動状況の報告 ・事業所の運営方針や特色 

・運営状況（日々の活動内容、利用者数や平均介護度の推移など） 

・サービス内容やレクリエーション、行事等の取り組み、今後の予定 

地域との連携等

に関すること 

・地域やボランティア等との連携及び協力、地域行事参加について 

・自治会や老人会、子ども会等との交流やイベントの共同開催 

・地域の課題およびその支援活動、社会参加の促進等 

・非常災害時の取り組み（避難訓練など） 

事業所の運営に

関すること 

・苦情、事故、ヒヤリハット事例およびその対応状況や再発防止策 

・研修その他従業者の資質向上のための取り組みの状況 

・人員体制や人事異動に関すること 

・感染症や食中毒等の予防 

・認知症ケア、終末期ケア（看取り）などの事例 

・自己評価の結果およびその改善策 

※上記はあくまで例示です。実際の報告事項や議題は、会議開催時の事業所における課題や会議

出席者（委員）の意見などを基に判断してください。 

 

 出席調整の都合上、市及び包括への案内は、おおむね３週間前までに 

メール、FAX、郵送等でお知らせいただきますようお願いします。 

 通知漏れがないよう、議事録に次回開催日を記載する場合も、別途、開催通知をお

送りいただきますよう、ご協力ください。 

P O I N T  市及び包括への案内について 



ＳＴＥＰ４ 会議を開催しましょう 

運営推進会議の進行についてよくある事例に併せて、進行にあたりご配慮いただきた

い点や、その他の事例等を紹介します。必ずこの手順で開催しなければならないという

ことではありませんが、会議の円滑な進行や、有意義な情報交換のために役立つと考え

られる点を挙げていますので、参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



ＳＴＥＰ５ 議事録の作成や提出、公表を行いましょう 

 議事録の作成 

基準において、活動状況の報告内容、評価、要望、助言等についての「記録」（以下

「議事録」）を作成することが義務づけられています。 

会議の開催後は、速やかに議事録を作成しましょう。 

利用者や委員のプライバシー保護のため、利用者個人が特定される部分は議事録から

削除するなど配慮をしてください。利用者については頭文字・委員は苗字のみの記載で

も結構です。 

また、運営推進会議を法人として合同で又は同日に行っている事業所がありますが、

あくまで運営推進会議や議事録については事業所毎に記録の整備を行う必要があるため、

議事録の記録、整備については混在しないよう注意してください。 

 

 議事録の保管 

完結の日から２年間保存し、求めに応じ提出できるようしておきます。 

 

 議事録の提出 

開催後１ヶ月以内を目安として、必ず市介護保険課及び地域包括支援センター

の両方に提出してください。なお、提出は窓口持参のほか、郵送やＦＡＸ、メール等で

も結構です。 

 

 議事録の公表 

基準において、議事録を公表しなければならないとされています。公表については、 

・事業所のホームページに掲載する。 

・事業所の玄関など、訪問者が見やすいところへ掲示する。 

・会報等により、利用者宅、地域団体、会議出席者その他の関係者へ配布する。 

   などが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

運営推進会議でどんなことが話し合われているのか、事業所で働いている介護職員

の方が把握していないケースも見受けられます。会議で話し合った内容は、事業所の

財産です。職員でも共有し、今後の運営に生かしていけるよう、工夫しましょう。 

P O I N T  議事録は、職員にも周知していますか？ 



６．外部評価について  

下記のサービス種別については、運営推進会議で自己評価結果を報告し、その報告を

もとに、外部評価を受けることとなります。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護 グループホーム（令和３年度追加） 

※グループホームは、令和３年度改定により運営推進会議での外部評価と外部評価機関によ

る評価のどちらかを選択できるようになりました。 

 

 実施の流れ 小規模多機能のケース例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本的な流れは、他のサービス種別も同様です。 

自己評価作成 参考様式をもとに、自己評価シートを作成します。でき

るだけ職員全員で取り組みましょう。 

委員説明、地域かかわり 

シート①の配布 

自己評価シート、地域かかわりシート①を配布します。

委員には、外部評価の趣旨などわかりやすく説明し、十

分に理解を得てから勧めましょう。 

外部評価実施【１】 次のような手順で実施します。 

①外部評価の概要説明⇒②自己評価シートの説明 

  ⇒③意見聴取⇒④地域かかわりシート①の回収 

外部評価実施【２】 
地域かかわりシート①の回答を集約し、地域かかわりシ

ート②の原案を作成します。その内容を説明し、意見を

聴取しましょう。 

外部評価作成 運営推進会議での意見聴取をもとに、外部評価の結果を

作成します。 

外部評価提出・公表 完成した外部評価は、久留米市介護保険課に提出します。 

また、利用者・家族に送付する、ホームページに掲載す

る、事業所に掲示するなどの方法で公表しましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外部評価の参考資料 

外部評価を実施する際は、関連する通知や参考資料を参考に進めましょう。 

共通 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

第３条の 37 第１項に定める介護・医療連携推進会議、第 85 条第

１項（第 182 条第１項において準用する場合を含む）に規定する

運営推進会議を活用した評価の実施等について（※） 

平成２７年３月

２７日・老振発０

３２７第４号 

令和３年改正 

定期 

巡回 

定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の

在り方に関する調査研究事業報告書（一般社団法人 24 時

間在宅ケア研究会） 

平成２５年３月 

小規模 小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要 

（介護保険最新情報 vol.435 参考資料） 

平成２７年３月

２７日 

小規模多機能型居宅介護 サービス評価 実施ガイド 

（Shoukibo.net） 

 

看護 

小規模 

複合型サービスにおける自己評価・外部評価のあり方に関す

る調査研究事業（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング） 

平成２７年３月 

グループ 

ホーム 

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準」第 97 条第７項等に規定する自己評価・外部評

価の実施等について（※） 

自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール 

平成１８年１０

月１７日老計発

1017001 号 

令和３年改正 

※全文は、介護報酬の解釈２指定基準編（通称「赤本」）等に掲載されています。 

 

 

 

「わからない／意見がない」と言われる場合が多々ありますが、それぞれ、出席者

がわかる範囲で回答を得ていただければ構いません。 

特に、地域関係者等の役員交替があった場合など、事業所に来たことがまず少ない

という可能性もあります。「わからない」ことも１つの評価であり、事業所が地域と

の連携を深めていくための課題となります。事業所はそれらの評価を受け、のちの運

営推進会議の課題・テーマとして検討していくことが考えられます。 

P O I N T  委員から「どう評価したらいいかわからない」と言われたら･･･ 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3210kunikenshi/files/03-6-11.pdf
https://24h-care.com/document/
https://24h-care.com/document/
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090
http://www.shoukibo.net/2015service_assessment/index.html
http://www.murc.jp/uploads/2015/05/koukai_140518_c4.pdf
http://www.murc.jp/uploads/2015/05/koukai_140518_c4.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755875.docx
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1070kenkou/2030koureikaigo/3210kunikenshi/files/03-6-10.pdf


７．合同開催についての留意点  

 

運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、次に掲

げる条件を満たす場合においては、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催して差し

支えないとされています。 

(ア) 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護

すること。 

○具体例 

出席者の自己紹介時にはプライバシーに配慮する、報告資料処分の際はシュレッ

ダー破棄を促す、写真資料については会議終了後に回収する 等 

 

(イ) 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワ

ーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内

に所在する事業所であっても差し支えないこと。 

○日常生活圏域内について 

小学校区域等を目安とする。例えば、校区内の事業所で合同開催する 等 

 

(ウ) また、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、

１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。 

（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は除く。） 

(エ) 外部評価を行う運営推進会議は、単独開催で行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣の事業所と合同開催を行うことで、ケアに関する共通の課題や、地域の課題

を共有し、今後の事業所運営に活かすことができます。また、事業所同士の横のつ

ながりを構築できるという利点もあります。 

合同開催を実施する場合は、円滑に進める工夫が必要です。例えば、 

・開催案内には、合同開催であることや、時間、場所を丁寧に周知する 

・一方的な報告とならないよう、それぞれの事業所について、質疑応答の時間を 

 設ける 

・代表の事業所が会議次第を作成する 

などの工夫しましょう。なお、会議のレジメや議事録は、事業所ごとに作成する

ことをお忘れなく。 

P O I N T  合同開催を円滑に進めるためには 



８．新型コロナウイルス感染予防の対応について  

新型コロナウイルス感染予防の観点から、会議を開催できない場合は、 

１ 議事を各委員に送付し意見を求め集約する（書面開催） 

２ 運営推進会議等の開催を見送り、次回と併せて実施する 

の取扱いを認めるものとしています。 

ただし、下記の点に留意して適切に対応してください。 

 書面開催とする場合 

意見集約した結果は議事録にまとめ、市と包括に報告してください。 

 開催を延期する場合 

延期した場合は市にご一報ください。なお、延期期間が半年以上続かないように、

適宜、書面開催を行うなどの対応を行ってください。 

 通常どおり、開催する場合 

事業所はもちろん、参加されるすべての方の感染防止対策の徹底が必要です。必要

な措置を講じていただくようお願いします。 

（１）一人ひとりの感染対策 

 手洗いやアルコールによる手指消毒、マスクの着用、検温など 

（２）事業所内の感染対策 

 開催前の環境整備、密集・密接・密閉の回避、定期的な換気など 

９．久留米市からのお願い  

 運営推進会議への出席について 

 できる限り出席する体制を整えてまいりますが、業務の都合上やむを得ず出席で

きない場合もありますので、ご了承ください。なお、市職員に限らず出席者の一部

が欠けても開催には問題ありません。 

 開催時期に関するお願い 

 ①地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  おおむね６月に１回以上の開催となっておりますが、開催時期がそれぞれ 

  ９月と３月に偏っている状況です。 

 ②「運営推進会議における外部評価」を実施する事業所 

  その実施時期が２月～３月に偏っている状況です。 

⇒ これらの開催時期が偏ることで、地域関係者等の出席の調整に支障をきたす可

能性がありますので、（参加しやすい環境を整える観点からも）年度末以外の開催

で調整できないかご検討いただき、スケジュールに余裕をもった実施をお願い致し

ます。 

 



１０．おわりに  

運営推進会議では、様々な立場の参加者から要望や助言などを得ることで、これまで

自分達だけでは気が付かなかった事業所の課題やサービス改善・向上のためのヒントが

見つかり、事業所（従業員）の能力を高めるきっかけにもなります。 

また、「義務だから仕方なく･･･」と消極的な姿勢で取り組むのではなく、事業所を地

域の方々に広く知っていただく機会と捉え、それぞれの事業所の特色に応じた会議を開

催いただきますようお願いいたします。 

 

 参考資料  

 運営推進会議での事例集 

 参考様式 

参考として様式を作成しております。ただし、必ず本様式を使用しなければ

ならない訳ではありません。 

・【参考様式１】開催案内   ・【参考様式２】会議次第及び議事録 

・【参考様式３】合同開催案内 ・【参考様式４】合同会議次第 

 



☺職員のスキルアップのため、管理者や計画作成担当者などの出席だ
けでなく、その他の職員についても関わりを持っている

（地域関係者の顔なじみの関係を強め、地域との連携意識、地域密
着型事業所としての意識を高めることが期待できる）

☺スタッフ自らが企画してテーマを設け、定期的に事業所の取り組み
事例を出席者に紹介している（例：「介護食について」「感染症予
防について」 「熱中症対策のための経口補水液の作り方」等）

☺事業所からの報告や意見聴取だけでなく、事業所から出席者各位に
相談してみる（例：利用者の日常生活での役割分担が少なく、退屈
してあることが多い。何か楽しみやレクになるものがないか…等）

☺事業所だよりや会報等に運営推進会議のことを掲載している
☺事業所だよりや会報等を運営推進会議で配布している

☺事業所の自己評価・外部評価等で挙がった課題を、運営推進会議の
中で議題に挙げて検討している（参加者からの助言等を得る）

事例紹介１

 

☺校区等と連携して取り組んだ活動内容を紹介している
(例)・認知症高齢者の行方不明に係る対応訓練を行いました

・地域の高齢者学級に呼ばれ、転倒予防の学習会を行いました
・認知症サポーター養成講座を行いました
・地域の防災訓練に事業所も参加しました 等

☺家族会やイベント日と併せて開催し、家族等の参加を促している

☺事業所の空きスペース、広場、駐車場等を活用し、地域の集まり
やイベントに提供することで、事業所のことを知ってもらう

☺定例の運営報告の他、地域代表者等から地域のお祭りやイベント、
ボランティア活動等の意見を取り込んで、議題を設定する
⇒事業所と地域との双方向の意見交換を通して、参加者の
当事者意識向上を図る

事例紹介２


